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5,829,765 6,378,095

資本金等 2,043,641 2,520,663

価格変動準備金 150,455 154,885

危険準備金 72,681 74,913

異常危険準備金 1,089,616 1,096,675

一般貸倒引当金 4,273 4,619

その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益（税効果控除前） 1,215,401 1,072,241

土地の含み損益 314,503 323,980

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の合計額（税効果控除前） 12,653 12,806

保険料積立金等余剰部分 274,971 261,497

負債性資本調達手段等 200,000 200,000
保険料積立金等余剰部分及び負債性資本調達手段等のうち、
マージンに算入されない額

－ －

在外子会社等に係る保険契約準備金評価差額金 343 △ 1,506
少額短期保険業者に係るマージン総額 1,187 1,259

控除項目 166,047 169,391

その他 616,082 825,451

損害保険契約の一般保険リスク（Ｒ1） 576,285 562,900
生命保険契約の保険リスク（Ｒ2） 47,000 46,069
第三分野保険の保険リスク（Ｒ3） 93,160 87,661
少額短期保険業者の保険リスク（Ｒ4) 11 11
予定利率リスク（Ｒ5） 16,600 16,227
生命保険契約の最低保証リスク（Ｒ6） 2,033 1,982
資産運用リスク（Ｒ7） 1,213,892 1,188,453
経営管理リスク（Ｒ8） 49,386 47,844
損害保険契約の巨大災害リスク（Ｒ9） 520,329 488,909

590.8% 668.3%

(注)

以上

(Ｃ)連結ソルベンシー・マージン比率 [(Ａ)/{(Ｂ)×1/2}]×100

「連結ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第210条の11の３および第210条の11の４ならびに平成23年金融庁告
示第23号の規定に基づいて算出された比率です。当該比率は、行政当局が保険会社グループを監督する際に活用する客観的な判断
指標のひとつですが、その数値が200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

2025年12月19日

(Ｂ)連結リスクの合計額

(Ａ)連結ソルベンシー・マージン総額

　2026年３月期中間期の当社連結ソルベンシー・マージン比率（保険持株会社およびその子会社等に係る保険金等の支払能力の充実の状
況）を、下記のとおり算出しましたのでお知らせします。

前連結会計年度
（2025年３月31日）

1,908,518

当中間
連結会計期間

（2025年９月30日）

1,973,232

2026年３月期中間期の連結ソルベンシー・マージン比率の公表について

記

R₁²＋R₂² + R₃ + R₄ ² + (R₅ + R₆ + R₇)² + R₈ + R₉


